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郡山市中小企業等脱炭素経営促進事業 

業務委託仕様書 

 

 郡山市（以下「発注者」という。）が実施する中小企業等脱炭素経営促進事業業務

（以下「本事業」という。）を円滑かつ効率的に実施するため、この仕様書に基づ

き、業務遂行に係る専門の知識と能力を有する受注者（以下「受注者」という。）に

委託する。 

 

１ 業務名  

  郡山市中小企業等脱炭素経営促進事業業務 

 

２ 事業の目的 

  国際的に脱炭素経営が求められ、これに対応しないことによる企業経営上のリス

クが大きくなっている中、市内中小企業等の脱炭素経営を促進するため、市内中小

企業等の企業活動によって生じる二酸化炭素排出量の把握並びに経営コストへの影

響を明らかにした削減目標の設定及び目標達成のための実行計画の策定を支援する

ことで、具体的な省エネルギーの行動を促し、市内中小企業等の脱炭素経営を促進

することを目的とする。 

 

３ 履行期間 

  契約締結の日から令和９年２月１日（月）まで 

 

４ 業務委託内容 

 受注者は、次の事業を実施すること。なお、実施にあたり最終的な内容や方法につ

いては、発注者と協議の上決定すること。 

 

（１）二酸化炭素排出量可視化等支援 

脱炭素経営に取り組む意欲のある企業を５社程度選定し、二酸化炭素排出量の

可視化支援等を行う。支援対象企業は市と協議し選定する。支援対象企業は、本

市に本店を構える事業者※１で、次のいずれにも該当しないものとする。 

  ア すでに本事業に類する可視化ツールを導入したことのある企業 

  イ 市税等の滞納がある者 

  ウ 事業者の代表者又は役員が郡山市暴力団排除条例（平成24年郡山市条例第46

号）第２条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していると認め

られる者 
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  ※１中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項各号に掲げる者、同法

第２条第５項に規定する者及び中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律

第185号）第３条第１項各号に掲げる団体（事業協同組合など） 

 

① 事業の周知、支援対象企業の公募 

    事業周知用のチラシ等を作成するなどし、支援対象企業の公募を行う。 

➁ 応募の取りまとめ、支援対象企業の選定 

    企業からの応募を取りまとめるとともに、書類選考、又は必要に応じてヒアリ

ング等を行い、市と協議の上、支援対象企業を選定する。 

  ③ 二酸化炭素排出量可視化支援 

    企業活動に伴う毎月の電気・ガス等のエネルギー使用状況を簡易な方法で数値

化するとともに、エネルギー種別に応じた二酸化炭素排出量を数値化し、取組企

業が把握しやすい方法で整理する。 

  ④ 二酸化炭素排出量削減に向けた目標設定及び実行計画の策定支援 

    ③の取組企業のエネルギー使用状況を踏まえて、業務の改善や設備投資などに

よる二酸化炭素排出量の削減目標の設定及び実行計画の策定を行う。なお、削減

目標の決定・実行計画の策定に際しては、支援対象企業への訪問又はオンライン

会議等の方法により、きめ細やかに支援する。 

  ⑤ データの蓄積・引継 

    本事業終了後に取組企業が自らサービスを継続して利用する場合、③で取得し

たデータの引継ぎを行う。 

（２）定期報告 

   上記（１）を取りまとめて、郡山市農商工部産業雇用政策課に定期的に報告す

る。 

 

５ 業務の実施方法 

  業務を円滑に進めるため、業務の内容や進捗等を踏まえて、発注者と随時、メー

ル、電話、打合せ等により、必要な調整、対応の協議等を行うものとする。 

 

６ 発注者の業務 

発注者は、本仕様書に基づいて実施されない場合は、受注者に対し指導を行い、

改善を求めることができるものとする。 

 

７ 業務責任者の選任 

受注者は、業務委託内容の指示と確認、業務の調整を行うために、業務全体を総

括的に指揮する業務責任者を選任し、発注者にその氏名を書面で通知するものとす
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る。通知後異動があったときも同様とする。また業務責任者は、委託業務現場にお

ける一切の事項を処理するものとする。 

 

８ 監督員 

  発注者は、業務の実施について必要な連絡指導に当たる監督員の職氏名を受注者

に書面で通知しなければならない。通知後異動があったときも同様とする。 

 

９ 指示事項の対処 

  業務実施に関して、監督員からの指示及び指摘事項については、速やかに対処す

るものとする。 

 

10 一括再委託の禁止  

  委託業務の全部又は主要な部分、契約金額の概ね２分の１以上に相当する部 

分を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 

（１）本業務の規定する主要な部分とは、委託業務における指揮、監督、総合的企

画、手法の決定及び技術的判断等の委託業務の目的を達成するために必要不可欠

な業 務や委託業務における基本的又は中心的なものに位置付けられる業務をい

う。  

（２）秘密情報を取り扱わないもので、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作

成、翻訳、トレース、模型製作、計算処理（単純な電算処理に限る。）、データ

入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成補助等の

軽微な部分は、発注者の承諾を要しない。  

（３）受注者は、（１）及び（２）に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注

者の承諾を得なければならない。  

 

11 相互供給の禁止  

本業務において、競争相手であった他の入札参加者に業務の一部を再委託す 

ることはできない。 

 

12 事故防止措置 

受注者は、常に業務現場の状況把握や設備等の点検に努めるとともに、業務従事

者へ必要な安全教育を行い、事故防止に万全を期さなければならない。 

 

13 事故発生時の対応 

  業務の実施に際し事故等が発生した場合には、受注者は、現場の状況把握を行

い、事故等の状況について速やかに監督員に報告しなければならない。この場合に
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おいて、被害拡大防止等のためやむを得ない事情があると認められるときは、臨機

に安全対策等の必要な措置を行わなければならない。 

 

14 秘密の保持 

業務実施に当たって知り得た秘密を第三者に漏えいしてはならない。契約終了後

も同様とする。 

 

15 個人情報の取扱い 

  個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第

57号）、郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年郡山市条例第31

号）、その他関係法令に基づき別途秘密保持契約を締結する。 

 

16 提出書類 

  受注者は、本業務の遂行に関し、次に掲げる書類を遅滞なく提出すること。 

 

№ 書類名 提出時期 

１ 業務着手届 着手後速やかに 

２ 事業実施計画書（スケジュール含む） 着手後速やかに 

３ 業務完了届  

 

 

 

 

令和９年２月１日（月）

午後５時まで 

４ 

 

 

事業実施報告書（A４判） 

※紙媒体２部 

※電子媒体（USBメモリ）１部 

※電子データ（メール）１部 

送信先：sangyouseisaku@city.koriyama.lg.jp 

メールの件名：「【事業者等名】郡山市中小企業等

脱炭素経営促進事業業務に関する事業実施報告

書」 

５ その他本事業で作成した資料等 

※電子データ（メール）１部 

送信先：sangyouseisaku@city.koriyama.lg.jp 

メールの件名：「【事業者等名】郡山市中小企業等

脱炭素経営促進事業業務に関する作成資料等」 

６ その他発注者が必要と認める書類 発注者の指定する日まで 
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17 検査 

（１）発注者は、業務完了届を受理したときは、その日から起算して10日以内に業務

の完了を確認するための検査を行わなければならない。 

（２）受注者は、前項の検査に合格しないときは、本仕様書に従い直ちに補正して発

注者の検査を受けなければならない。この場合においては、当該補正の完了を業

務の完了とみなす。 

 

18 備品等の取扱い 

  本事業の実施に必要となる機器、器具の購入等については、受注者の費用とす

る。 

 

19 契約の解除 

（１）発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが

できる。 

ア 受注者がこの契約に違反したとき。 

イ 受注者の業務の実施が明らかに不適当と認められるとき。 

ウ 受注者がこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 

エ 受注者が正当な理由がないのに業務に着手すべき時期を過ぎても、これに着

手しないとき。 

（２）受注者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合は、頭書の契約金額の

10分の１に相当する金額を違約金として発注者に支払わなければならない。ま

た、当該解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害を賠償しない。 

 

20 契約内容の変更 

発注者は、必要があるときは本契約の内容を変更し、又は当該契約を一時中止若

しくは打ち切ることができる。この場合における契約履行期間又は委託料の変更に

ついては、双方協議の上決定する。 

 

21 その他 

（１）本事業により得られたデータ、成果品、製作された資料等に係る著作権、所有

権等は、発注者に帰属するものとする。 

（２）委託業務に関連する書類・領収書等は、契約締結後５年間保存するものとす

る。 

（３）本仕様書に定めのないものについては、双方協議の上決定するものとする。 

  

 


